
図書取扱要領 

３６６ 

国立大学法人和歌山大学図書取扱要領 

制  定 平成１６年 ４月 １日 

法人和歌山大学規程 第 ５２ 号 

最終改正 令和 ５年 ６月２３日 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この要領は、国立大学法人和歌山大学固定資産管理規程第３条第２項の規定に基づ

き、国立大学法人和歌山大学（以下「本学」という。）における図書の受入れ、登録、整理、

保管、利用及び点検（以下「管理等」という。）並びに処分に関する基準を定め、適正かつ

効率的で良好な管理を行い、学習、教育及び研究活動の発展に資することを目的とする。 

 （図書の定義・範囲） 

第２条 この要領において図書とは、印刷その他の方法により複製した文書又は図画、又は

電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識できない方法により文字、映像、

音を記録した物品としての管理が可能なものをいう。 

２ 本学における図書の範囲については、「国立大学法人和歌山大学の図書の範囲」において

定める。 

 （管理責任者） 

第３条 図書の管理責任者（以下「管理責任者」という。）は、分任財産管理担当役とする。 

２ 学術情報課長は、図書の収集、管理等及び処分に関する事務を分掌する。 

 

   第２章 図書の取得 

 （図書の取得価額） 

第４条 図書の取得価額は次の各号に定めるところによる。 

（１） 購入による場合は、購入代価及び付随費用とする。 

（２） 寄贈受入れによる場合は、当該図書の定価とする。非売品等定価のないものにつ

いては、同種の図書の価額等から類推する。ただし、類推が困難な場合は、備忘価額

とする。 

（３） 製本受入れによる場合は、合冊する図書の取得価額に製本に要した経費を合算し

た価額を原則とする。ただし、これにより難い場合は、製本に要した経費とする。 

第５条 削除 

 

   第３章 図書の管理等及び処分 

 （登録） 

第６条 受入れた図書は、図書を一意に同定できる番号等を与え、図書台帳に登録する。 

 （整理） 

第７条 登録した図書は、和歌山大学教育機構学術情報センター図書館において所定の方式に

より整理する。 

 （保管） 

第８条 整理済みの図書は、所定の場所に保管する。 
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 （利用） 

第９条 図書の利用については、和歌山大学教育機構学術情報センター図書館利用規程におい

て定める。 

 （点検） 

第１０条 図書の現物照合は、定期的に行い、その結果を管理責任者に報告する。 

 （譲与） 

第１１条 （削除） 

 （除籍） 

第１２条 登録した図書のうち、次の各号に該当するものは、除籍することができる。 

（１） 破損又は汚損の程度が甚だしく、補修不能な図書 

（２） 天災又は火災により減失した図書 

（３） 内容が逐次改訂され、利用価値を失い、かつ保存の必要がないと認められる図書 

（４） 数量是正を必要と認める重複図書で正本を除いた複本 

（５） 所在不明となってから３年を経過した図書 

（６） 「国立大学法人和歌山大学の図書の範囲」において図書として扱わないと定めた

もので供用の必要がないと認められるもの 

（７） その他管理責任者が、除籍を適当と認めた図書 

２ 図書を除籍する場合は、除籍図書リストを作成し、教育機構学術情報センター図書管理委

員会の議に基づき、管理責任者が決定する。 

 （処分） 

第１３条 前条により除籍した図書については、管理責任者の決裁を得て、次の各号により

処分を行う。 

 （１） 寄贈 

 （２） 譲渡 

 （３） 売却 

 （４） 廃棄 

   附 則 

 この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２１年１０月８日一部改正：法人和歌山大学規程第９６７号） 

 この改正要領は、平成２１年１０月８日から施行する。 

   附 則（平成２２年６月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第１１０２号） 

 この改正要領は、平成２２年７月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年１０月２２日一部改正：法人和歌山大学規程第１１５４号） 

 この改正要領は、平成２２年１０月２２日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２４日一部改正：法人和歌山大学規程第１９０２号） 
この改正要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年６月２３日一部改正：法人和歌山大学規程第２６６４号） 
この改正要領は、令和５年７月１日から施行する。 

 


